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１ ．は じ め に

広島県内では技能実習生の孤立出産及び乳児死体遺棄事件が，立て続けに 2 件発生した。最初
の事件は2020年１１月に起こった。東広島市西条で農業に従事していた来日 １ 年目の技能実習生 A
は，入国後交際を始めてまもない男性との間で妊娠を察知した。入国して数か月しかたっておら
ず，ようやく日常生活が落ち着いてきた矢先のことだった。A は，秘密裏に人工妊娠中絶（以降，
中絶）することを望んで病院に行ったが，通訳がいないことから診察を受け付けてもらえないとい
う言葉の壁と，技能実習生という立場によって誰にも相談できない制度の壁に突き当たった。

再度，病院に行ったがやはり門前払いされ，どうすることもできないまま臨月を迎え，自宅と
される寮で孤立出産に至る。出産後，乳児に生命維持保護をしなかったため，乳児は間もなく息
絶え，A は乳児死体遺棄事件の容疑者として逮捕される。コロナ禍のため，A の裁判は延期を
余儀なくされ，拘置所での生活は １ 年半にもわたった。その間，月 １ 回のペースで拘置所を尋
ね，筆者は A と親交を深めた。A は，「技能実習生は妊娠したら，帰国させられる」という情報
をベトナムで聞いており，借金の返済ができなくなることをひたすら恐れていたことがわかっ
た。2022年 5 月，ようやく開かれた公判で，技能実習制度の矛盾や A が置かれていた借金に縛
られた技能実習生の状況について，筆者は法廷で証言した。 5 月3１日の判決で，実刑 3 年，執行
猶予 4 年が言い渡された。

2023年 4 月，東広島市安芸津で乳児の遺体が発見され，翌日，未成年の技能実習生 B が死体
遺棄事件の被疑者として逮捕された。これが 2 件目の事件である。A の判決から １ 年も経たな
い間に，技能実習生による同様の事件が報じられ，関係者の間には衝撃が走った。家庭裁判所
に送られた B は，水産加工の仕事に従事していた。B に社会経験はなく，高校卒業後すぐに技
能実習生に応募していたことがわかった。渡航前に妊娠が判明していたが，B は家族の期待を背
負っていたことや自身の未熟さから，「どうしても妊娠を受け入れることができなかった」とい
う。日本への入国時には，送り出し機関に虚偽の申請を行って渡日し，就業を始めた。入国して
数か月後，B は寮で孤立出産した。検察が裁判で述べた乳児の大きさから推測して，早産だった
のではないかと思われる。乳児はほどなく死亡し，B が乳児を抱き上げたときには，唇の色やつ
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めの色が変わり始めていたという。
これら 2 つの事件に深く関わることにより，筆者は外国人女性のセクシュアル・リプロダク

ティブ・ヘルス / ライツ（以降，SRHR）の脆弱さを痛感すると同時に，日本における SRHR が
立ち遅れていることを認識した。日本では男女共同参画基本計画で SRHR を女性の人権の重要
な一つと定義し，産む・産まないを選ぶ自由や安全で満足のいく性生活などを課題にあげている
が，浸透しているとは言い難い。日本は中絶が世界に先駆けて合法化されたが，その背景を見る
と政府の人口抑制政策によることがわかる。避妊については，男性用コンドームは広く流通する
が，女性が主体的に使用できる方法は普及していない。加えて，性教育の機能不全が SRHR に
大きな影響を与えている。日本人でさえ SRHR を行使できない国で，外国人女性が SRHR への
アクセスを持つことは不可能に近い。

図表 １ ）在留外国人数の推移

出典）出入国在留管理庁（2023）令和 4 年末現在における在留外国人数より筆者作成

図表 ２ ）男女別・若年層（１5歳～34歳）の外国人人口

出典）出入国在留管理庁（2023）令和 4 年末現在における在留外国人数より筆者作成
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図表 １ にあるように，在留外国人数はコロナ禍において微減したがその後増加に向かい，2022
年には300万人を超えた。若年層の外国人数は在留外国人のおよそ半数を占め，男女ともに増加
著しいことが見て取れる（図表 2 ）。このような外国人の若年層の増加が今後も見込まれる中，
日本で妊娠・出産する外国人女性が増加していくことは容易に推測できる。

政府が公表した2022年度改訂版「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」および2023
年度改訂版「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」では，ライフステージ・ライフ
サイクルに応じた支援体制の整備が掲げられた。また，総合的対応策に基づき，母子健康手帳の
多言語化，市区町村による「利用者支援事業」の多言語対応の促進，地方公共団体に設置する
「一元的相談窓口」における出産・子育てを含むさまざまな相談支援の実施などにも言及する。
しかし，外国人女性の妊娠・出産の実態把握や具体的な課題の整理，対応策の検討などは十分に
行われておらず，外国人労働者の中でも最も脆弱な在留資格とされる技能実習生の孤立出産と乳
児遺棄事件は2023年においても発生している。

筆者が関与した A と B は技能実習生という立場によって日本での生活に制約を受ける一方，
どちらも母国の家族にさえ妊娠したことを伝えられなかった経緯がある。外国人が日本で悩みを
相談する場所は限られており，同胞との繋がりや母国の家族などが精神的支柱であることは間違
いない。そのため，母国の家族にも自分の苦境を相談できなかった背景を探ることは今後の外国
人女性の妊娠問題を考える上で重要な視点であると考える。

そこで，本稿では，日本における SRHR の実情を調査し， 2 つの事件の被告の母国であるベ
トナムにおける SRHR と比較検証することで，近年連続して起こるベトナム人技能実習生によ
る孤立出産と乳児遺棄事件の背景について考察し，制約の多い技能実習制度の中で有効な SRHR
の促進の可能性を探ることを目的とする。

２ ．セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス / ライツ（SRHR）

SRHR は，性と生殖に関連する健康と権利を指す総合的な概念とされ，個人が自己の身体や性
に関する健康を維持し，選択し，尊重される権利を意図する。SRHR は以下の要素を包括する。
セクシュアル・ヘルスは，一人ひとりが肯定的で安全な性的経験を持つのに必要な健康な状態を
指す。これには，性に関する教育や情報提供，性感染症の予防と治療，性暴力や虐待からの保
護，性への権利の尊重などが含まれる。リプロダクティブ・ヘルスは，一人ひとりが健康で，子
どもを持つかどうかを選択できる状態を指し，避妊，妊娠，出産，産後のケア，不妊治療，安全
な中絶，産前ケアなどが含まれる。リプロダクティブ・ヘルスの重要な側面は，安全で選択肢豊
かな出産と子育ての環境を確保することにある。つまり，SRHR は，セクシュアル・ヘルスとリ
プロダクティブ・ヘルスを確保し，すべての個人がこれらに関する選択権を持つことが重要であ
るという概念に他ならない。これには，自己決定権，情報へのアクセス，医療サービスへのアク
セス，非差別，尊重される権利が含まれ，全ての人間が自分自身の体に関する決定を下し，健康
な生活を送るための権利を包含する (JOICEF，202１：日本医療政策機構，2023：西田，2020)。

西田（2020）によると，１994年の国際人口開発会議において，SRHR の概念が，「すべての人
に共通に保証されるべき権利」として打ち出されたとされる。その後の国際的な会議においても
重要なテーマとなってきた背景には，地球規模の問題として，第二次世界大戦後の急速な人口増
加の95％が発展途上国で生じていることに起因する。そこで，１974年以来１0年毎に開催される国
際人口開発会議で，人口と開発問題に対する政策の在り方や家族計画プログラムの推進について
の議論が展開された。
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しかし，１994年のエジプトカイロ会議においてもその翌年北京で開かれた世界女性会議におい
ても，成果文書へのリプロダクティブ・ヘルス / ライツの記載をめぐっては，カトリックやイス
ラム教を国教とする国々からの激しい抵抗があったという（柘植，2022）。その結果，避妊や中
絶を禁止したり制限したりする国に，それらを合法的に押し付けるべきではないという強い反対
により，文言として定着するには至っていない。さらに，思春期にある未婚の若者の性交を認め
るべきではないという保守的な層による根強い反発が SRHR の定着を遅らせている。

SRHR の文脈において，思春期と青年期の健康ニーズは異なると Hoang K. C. et al. （202１）は
述べる。若者の経験不足と大人への過渡期である身体的および感情的状態では，SRHR のニーズ
が特に急性的となる。性的な身体的接触は若者の SRHR の重要な関心事の一つとなるため，若
者は健全な性的関係を結び，維持する方法を理解する必要があるとする。

WHO の報告によると，20１9年の低 ･ 中所得国の１5-１9歳の青少年のうち，推定2１00万件の妊
娠があるとされ，そのうち約50％が意図しない妊娠で，推定１200万件の出産に至っているとい
う。さらに，同年のデータによると，１5-１9歳の思春期女子の意図しない妊娠の55％が中絶に
至っており，低・中所得国ではそれらが安全でないことが報告されている。また，１0代は20代の
女性に比べ，子癇，産褥性子宮内膜炎および全身感染症のリスクが高く，またその年代の母親か
ら生まれた乳児は，出生時低体重，早期出産および新生児期に重篤な状況に陥るリスクが高く
なっている（WHO，2023）。

世界における SRHR の状況は，決して楽観できる状況にはない。厳格なカトリック国とされ
るアイルランドやコロンビアで中絶が合法化された一方で，世界の国際保健分野支援国とされる
米国が，政権交代に伴い，SRHR を推進する国連人口基金（以降，UNFPA）や国際家族計画連
盟（IPPF）はじめ，各国 NGO への資金援助を大幅に削減したのである。それだけではなく，
2022年 6 月に米国連邦最高裁判所が「憲法は中絶の権利を与えていない」という判決を下した
影響は大きい。これは，１973年に最高裁が「中絶は憲法で認められた女性の権利」であるとい
う判決（ロー対ウェイド判決）を覆し，女性の自己決定権を否定するものとなった（JOICEF，
2022）。

こうした米国の動きを受けて世界では保守派が台頭し，SRHR の後退が懸念される状況に拍車
をかけている。世界各地で反中絶派，反女性派，反ジェンダー平等運動が活発化し，生殖に関す
る様々な自由が制限される危険性が生まれている（JOICEF，2022）。

UNFPA の「世界人口白書2022」によれば，中絶の合法化という点について，特に理由は問わ
ないという国から，かなり限定的な条件の下でのみ合法という国までを含めると，国連加盟国の
うちデータのある１47カ国（約96％）が該当するという。しかし，そのうち28％で既婚女性は夫
の同意が必要とされ，36％においては未成年者の司法同意が義務付けられ，63％について違法中
絶した女性は刑事責任を問われる可能性があると報告されている（UNFPA，2022）。

３ ．日本の SRHR

日本における SRHR は，その政策や取り組みにおいて先進国の中でも周回遅れであることが
指摘されている（柘植，2022）。日本における生殖や健康に関わる権利は主として家族計画に限
定されており，日本政府は歴史的に人口統制の手段として家族計画を用いることがしばしばあっ
た。

戦前，政府は「産めよ。増やせよ政策」のスローガンのもと，戦争時の人口増産計画に加え，
雇用問題を人的資源によって解消するという方策を掲げた。一方で，戦後，国内が貧困状態に置
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かれると１948年に優生保護法を基軸とした人口過剰対策に向かう。つまり，母性保護を目的とし
て中絶を認めた出産抑制を実現し，人口増加抑制を意図したのである。これにより，中絶件数が
急激に増加し出生率は低下した。この際，提案された避妊方法の普及については法律上では取り
上げられず，避妊よりも中絶が選ばれたという（廣島，2020）。当時の日本は，世界ではまだ中
絶を認める国が少なかったことから「中絶天国」とまで揶揄されていた（塚原，2022）。

１970年代初期には第二次ベビーブームが到来するなど，日本の人口は増加傾向にある中，政府
の方針は一貫して人口増加の抑制であった。この頃，子どもを 2 人までとする国民的合意を日本
人口会議では呼びかけていたのである。１975年には出生率が置換水準以下へと低下し始めるが，
政府がこれに対策を取り始めるのは１990年になってからである。そして，実際に日本政府が「少
子化対策」を打ち出すのは１993年版厚生白書とされる。当時の日本では，少子化について楽観的
な態度を持つ国民が大半で，厚生省人口問題研究所調査（１99１）によると，日本の人口につい
て，「多すぎる」と回答する人が47％，「少なすぎる」と回答する人が 6 ％であった。しかしなが
ら，若年層の減少は急激に進行し，１994年には，文部省，厚生省，労働省，建設省 4 省の大臣
が合意して提議した「今後の子育ての支援のための施策の基本的方向について」（エンゼルプラ
ン）が策定され，今後１0年間に取り組むべき基本的方向と重点施策が定められた。2003年には少
子化社会対策基本法が制定され，少子化の急激な進行を危機的なものと真摯に受け止め，子ども
が健康に育つ社会と子どもを育てることに喜びを感じることのできる社会への転換を喫緊の課題
として取り組み始めたが，現在に至ってもこれらの成果はあがっていない。

日本では，１990年代にジェンダー平等の思想から男女共同参画への動きに繋がり，性教育充実
の必要性を訴える声が起こり，１999年の男女共同参画社会基本法に結び付く。しかし，こうした
動きに反対する保守層が2000年代に入って積極的なバックラッシュアクションを起こし，家族の
大切さや男女の役割の違いを強調し，未婚男女が安易に性行為を行わないよう性教育も行うべ
きではないと働きかけるのである。この強硬なバックラッシュから１0年以上，SRHR をめぐる課
題は政治的にほぼ議論がなされないまま現在を迎えている（柘植，2022）。日本は先進国の中で
も，安全でない避妊や中絶が施行される国として国際的にも指摘を受けていたが，ようやく2020
年代に入って動きがみられている。2023年に緊急避妊薬の販売が一部薬局で行われるようにな
り，WHO が最も安全な方法として推奨する経口妊娠中絶薬も2023年に承認され，現在は一部医
療施設において使用可能となった。経口妊娠中絶薬が世に出てから実に33年を経てのことにな
る。

厚生労働省（202１）によると，日本では毎年１0万件以上（2020年度１4. 5万件）の中絶が行われ
ているが，その多くが，金属製の器具で子宮内をかき出す「掻爬法」とされ，保険適用外のため
自己負担額は１5万円前後となる。その上，相手の男性の同意書を必要とし，女性の自己決定が制
限される状況にある。2020年に起きた20歳の女子学生の乳児死体遺棄事件は，相手の同意書を
得られないことから中絶できなかった末の出産だったことが明らかになっている（読売新聞，
202１）。未婚の場合や暴行，脅迫によって妊娠した場合などは法的には相手の同意を必要としな
いが，実態としては医療機関から相手の同意を求められるケースが少なくない。病院側は，処置
後の訴訟を恐れるためにこうした対応をとらざるを得ないとするが，相手の男性の同意が必要と
されるのは，日本とイスラム教を信仰するいくつかの国に限られており，民主国家としての姿勢
を日本は問われている（NHK，2022）。
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図表 ３ ）死亡児童数の内訳

出典）警察庁生活安全局少年課（202１）令和 3 年における少年非行、児童虐待及び子どもの性被害の状況
より筆者作成

１960年代には，東京都内だけでも年平均56件の乳児変死があったとされる。その中には死産も
含まれるが 7 割程度が出産後の死亡だという。１970年代，乳児のコインロッカーへの遺棄が増加
し，１973年には「コインロッカーベイビー事件」が年間46件も報告された。これを受け，厚生省
は虐待や殺害等の全国調査を実施する。同調査によれば，１973年に全国の児童相談所が把握した
3 歳未満の児童虐待事例40１件のうち，子どもの殺害遺棄は１35件で，そのうち出産後 １ 日以内の
ケースは１１7件と約87％を占める。その多くが孤立出産であったと想定される（川崎，2020）。

このように，１970年代までは出産直後の殺害や遺棄が非常に多かったといえる。高度経済成長
期には病院での出産が急速に普及するが，１970年代初頭までは自宅出産が少なくなかったことが
背景にある。また，この頃に水子供養という人為的に作られた儀礼が生まれ，「搔爬法」という
胎児を掻き出すイメージが中絶に子殺しという罪深い意識を植え付けるスティグマとして定着し
始めたという（塚原，2022）。

１970年代後半以降，日本では乳児殺害が急減し，現在は過去最低水準で推移する。2000年代に
なると中絶の実施率も減少し，中でも１0代の中絶が大幅に減少した（広井，2023）。つまり，孤
立出産が増えたり，深刻化したりしているわけではなく，現在は孤立出産が最も減少しているは
ずだが，なぜ孤立出産が問題にされるのか。それは，医療の進歩と普及によって乳児死亡率が減
少し，子どもが安全に生まれ育つことが当たり前の社会になったからだと広井は述べる。

日本における虐待による子どもの死亡事例は，現在，厚生労働省社会保障審議会による「子ど
も虐待による死亡事例等の検証結果等について」において，年一回報告される。2020年の第１8次
報告（2022）でそれまでの累計が報告されているが，心中以外の虐待死亡事例は939人で，生後
ゼロ日死亡が１73人と非常に多い。第１8次報告では乳児死亡に至った母親の約40％が医療機関の
未受診であり，予期しない妊娠であることが約30％を占める。妊娠期に適切な支援を受けること
なく出産し，子どもを死亡に至らせているのである（佐藤，2023）。ここには，本論文で取り上
げる技能実習生も含まれる。

この数年におきた乳児遺棄事件を検分してみると，数は少ないがメディアでの取り上げ方はセ
ンセーショナルである。20１9年１0月，宮城県で自宅のトイレ内に子どもを産み落として遺棄した
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未成年の女性が逮捕され，その後有罪判決を受けている（産経新聞，20１9）。20１9年１１月，就職
活動で上京した際，空港のトイレで出産した女児を殺害した23歳女性の事件が発生する。裁判は
202１年に行われ，女性は妊娠について家族に相談しておらず，殺害の理由については「予期せぬ
出産でパニックになり，気がついたらトイレットペーパーを口につめて首に手をかけていた」
と語る（FNN，20１9）。202１年 9 月末に，自宅で出産した高校生が逮捕された。高校生は 8 月半
ば，自宅敷地内の屋外トイレで女児を出産し，乳児をポリ袋に入れて放置した。逮捕された高校
生は出産前，通院しておらず，家族にも妊娠のことを相談していなかった（雨宮，202１）。さら
に，神奈川県では2022年に死体遺棄容疑で母親 4 人が逮捕されている。そのうちの一人は20歳の
無職女性で，母親との関係に困難を抱え，パパ活で妊娠したと思われることから相手の男性にも
相談できず，死産の末どうしてよいかわからないまま遺体を埋めたというものである（日本経済
新聞，2023）。2022年，北海道で，千歳駅コインロッカーからへその緒が付いたままの乳児の遺
体が見つかった。逮捕された22歳女性は軽度知的障害も認められ，男性に依存した生活を送って
いたという（文春オンライン，2023）。同様にコインロッカーに乳児を遺棄した事件は，2023年
に大阪でも発生した。被告女性は，「生活が苦しく，頼れる人もおらず，健康保険証も失効し，
妊娠についてどこに相談すればいいのか分からなかった。赤ちゃんには申し訳ないと思ってい
る」と裁判で述べている（NHK 関西 news web，2023）。こうした予期せぬ妊娠の末，家庭や行
政に助けを求められず，孤立出産した末の乳児殺害や乳児遺棄が起きている。

図表 4 ）日本と世界の避妊方法
日本の避妊法 世界の避妊法

出典）Contraceptive Use by Method（20１9）United Nations

望まない妊娠はなぜ起きるのか。妊娠や避妊など性に関する意識や経験について NHK が調査
したところ，「意図しない妊娠をしたかもしれない」と不安になった経験のある人が20代以下で
5 割を超え，性に関する知識や自己決定力の欠如に問題点があると調査グループは指摘する。
調査は NHK が性と生殖の現状や課題を研究しているグループと共同で，2022年 8 月にインター
ネット上で実施し，１8歳-74歳の男女2836人から回答を得ている。

それによると，「避妊するかどうかを誰が決めるのか」については，「自分が決める」37％，
「パートナーと相談する」35％，「パートナーが決める」１１％，「その場の流れで決まる」１5％と
なっている。また，「意図しない妊娠をしたかもしれないと不安になったことがある」と回答し
た人は，20代以下の女性で56％，40代女性でも47％にのぼることがわかった。また，中絶や避
妊について「十分な知識を得る機会があまりない」，「全くない」と答えた人は全体の5１％を占
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め，「正しい知識を学校で教えてほしい」と答える人が52％，20代以下で6１％となった（NHK，
2022）。性に対して必要以上にタブー視する現状が，正しい知識や選択を知る機会を遠ざけ，性
の自己決定権を奪うことに繋がっているのではないだろうか。それを顕著に表しているのが図表
4 である。避妊方法を世界平均と比較すると，日本が男性主導の避妊に偏っているのがわかる。
先進国の多くは男女が共に主体的に取り組む方法がとられており，東南アジアでも，日本で未承
認のホルモン剤注射や避妊リングなど女性主体の方法が多く用いられている（田中，2022）。

中絶薬に至っては，フィンランドやスウェーデンでは中絶数の98％，イギリスでも87％に薬が
用いられており保険適用のため費用負担も少ない。日本で中絶薬を用いると薬代だけで 5 万円ほ
どかかり，これに診療代が加わると１0万円程度になるという。望まない妊娠を引き受けるのは女
性であるが，自分で避妊するための選択肢が少なく，産む・産まないという決定すら狭められて
いる現状は，性の自己決定権を奪われている，といっても過言ではない。男女ともに豊かな性生
活を送るためには，正しい知識を修得する場の確保と両性が共に主体的に選択できる避妊や中絶
方法の在り方を議論することが大前提であろう。

4 ．ベトナムの SRHR

ベトナムは東南アジアに位置し，国土の約80％は山地，高原，ジャングルからなり，これらの
地域では農業を主体とした生活を営む人たちが大多数を占める。農業生産性は低く，都市と地域
の格差が拡大していることは近年のベトナムの大きな課題となっている。また，ベトナムは多民
族国家で，主要な民族であるキン族は人口の約84％を占め，残りの約１6％は山地に薄く分布する
60ほどの異なる少数民族グループに属している。

１986年，ベトナム政府はドイモイ政策を取り入れ，閉ざされた社会主義国家から市場の開放へ
と舵を切る。継続的な改革が国の発展にポジティブな影響を与え，国民総生産は急激に増加し，
GDP の年間成長率は１996年には世界でも高い国の一つとなり，その後も高い経済成長率を享受
する。また，ベトナムの教育水準は高く，男女間の教育水準に大きな差はない。一方で，女子の
方が男子よりも小学校教育を修了している割合は高いものの，中等教育を受けている割合は低
い。高等教育における男子偏重の片鱗が見て取れる。

一方で，貧困対策が進まず，人口の22％が貧困線以下で生活する状況にある（Thu H. K.，
2003）。教育，医療，およびその他の社会サービスの支援が行き届かず，製造業が浸透する前に
サービス業が台頭することによって国の経済体系が変化し，これに追随できない農村地域では貧
困が進み，さらに教育に係る費用が増大して国民の生活を逼迫する。アジア諸国の労働生産性を
比較すると，ベトナムは比較的高い生産性を示すが，製造業の労働生産性は近年，全業種平均を
下回る水準にあり，依然として単純作業を担う国と位置づけられる。輸出志向型の外国直接投資
企業の生産比率が高い ICT 関連製品，自動車，オートバイ産業の資本装備率が低く，その伸び
率がマイナスとなっている（池部，2023）。

こうした社会の劇的な変化が思春期及び青年期にある若者に大きな影響を与えていると Thu 
H. K. は述べる。伝統的に，ベトナムでは若者，特にローティーンを個人の生涯の発達段階とし
てではなく成人への通過儀礼と捉え，幼少期から大人と共に家事手伝いをさせ，低年齢で結婚す
ることが推奨された。若い世代に対する概念が根付き，１0代の若者に関する研究が始められたの
は2１世紀に入ってからとなる。

Hoang K. C. et al.（202１）の研究によると，都市と農村地域の教育格差は大きく，農村地域で
は，１5-１9歳の年齢層で，教育を受ける割合は男子が約45％，女子が約30％である。これは都市
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の同じ年齢層の割合（男子約62％，女子約58％）に比べてはるかに低い。この差異は，１8-24歳
の年齢層，すなわち大学レベルで見るとさらに顕著となる。都市では，大学に通う男子が農村地
域の男子のほぼ 3 倍，大学に通う女子が農村地域の女性のほぼ 5 倍となる。農村地域の女子は，
教育の継続よりも結婚することが求められ，家事労働者の一員として捉えられているのだ。

そのような中，ベトナムでは2007年からの１0年間で，若者向けの SRHR 情報提供，教育およ
びサービス提供に向けて大きな努力が払われたと Hoang K. C. et al.（202１）は述べる。しかし，
20１7年までの若者向けの SRHR 政策の内容と実施を検討したところ，大きな成果は得られてい
ないと結論付ける。政策内容に障害者，移民，少数民族，および１0-１4歳の青少年期にあたる社
会的弱者層が包括的にカバーされていなかったことが明らかになったのだ。

さらに，May T. D. T. et al.（20１7）の研究では，SRHR を世界的に推進してから20年以上が
経過したにもかかわらず，ベトナムでは大多数の若者がその権利を享受できていないことが明ら
かとなった。May Thuy Doan To らは１0代の若者約3000人にアプローチしてアンケートを実施
し，彼らの SRHR の知識，態度，および要望を評価して若者の SRHR に関する知識と態度に影
響を与える要因を明らかにした。その結果，被調査者のおよそ 7 割が SRHR サービスへのアク
セスを望んでいたが，実際に SRHR について理解していたのはわずか 3 割だった。そして，被
調査者の SRHR に関する知識は，彼らの年齢と母親の教育レベルや親の婚姻状態と関連するこ
とが判明した。

Nguyen T. V.（20１3）はベトナムの大きな問題として，未婚女性の望まない妊娠を取り上げ，
妊娠と中絶の要因分析を行った。個人の要因として，婚前性交の許容的な態度が社会に蔓延した
こと，避妊に関する知識不足，および女性の自己効力感の低下をあげている。対人関係要因とし
て，パートナー間および親と若者間の性に関連したコミュニケーション不足，及び同世代の仲間
の影響をあげる。組織的な要因として，若者向けの性教育と SRHR に関する啓発不足をあげる。
さらに，若者を取り巻く背景にジェンダーの不平等，文化的な規範，および移住によるコミュ
ニケーションの途絶などの存在を指摘する。その結果，若者が SRHR に関して十分な知識やア
クセスを持たず，これらを促進する政策立案もないことが現状を悪化させているのだと結論づけ
る。Nguyen T. V. の研究では，若者が避妊なしの性交に伴う妊娠のリスクを認識し，明確に妊
娠したくないという意見を持つ一方，不確実な妊娠の可能性を現実的に受け止められず，安易な
性行為が蔓延していることへの危惧を指摘する。避妊については漠然と理解するが，コンドーム
の使い方を知らない男子や経口避妊薬の使用方法を正確に知らない女子が多いことも判明した。

ベトナムは東南アジアで最も中絶率が高い国とされる。民間の登録のない助産師の元でも中
絶が行われており，正確な数字は把握できないが，年間30万から35万件の中絶が行われている
（VIETJO，20１9）。さらに，ベトナムで実施される中絶のうち，若者の中絶が70％を占めると
いう（Bui H. N.，20１6）。１990年代半ばの早い段階で国家が中絶を合法化し，経済的困難や性別
選択，あるいは未成年の少女のための中絶が実施されてきた。近年，中絶薬は薬局で安価に出
回っている。一方で，学校や家庭では性について語ることがタブー視され，若年層が正しい情報
を修得できず，急速に進んだ情報社会のツールによって安易な性行動が拡大した結果，女性の身
体に重大な影響を及ぼす事態に繋がっているという。

保健衛生の専門家たちは，ベトナム政府が SRHR に基づく家族計画サービスを改善し，女性
がサービスの不足と安全でない中絶の間に取り残されないようにすべきだと声をあげる。　　

日本とベトナムの SRHR について比較すると，いくつかの類似点が見られる。どちらも中絶は
合法とされていること，実情に即した性教育がなく，性について語ることをタブー視する社会背
景などが酷似する。世界経済フォーラムが毎年発表するジェンダーギャップ指数はベトナムが日
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本を上回るが，どちらもジェンダー平等には程遠く，SRHR アクセスには不均衡が生じている。
生命倫理の観点から女性の中絶に関する社会的なスティグマが存在していることも共通する。

５ ．技能実習生の SRHR

技能実習制度では，監理団体及び実習企業は，技能実習の適正な実施および技能実習生の保護
に努める責任があり，技能実習生に対しては，日本人と同様に労働関係法令が適用される。つま
り，雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保等に関する法律第 9 条が適用され，「婚
姻，妊娠，出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」が規定されている。女性技能実習生の婚
姻，妊娠または出産によって解雇されることはなく，現在は技能実習手帳にもその旨が記載され
ている。しかし，当の技能実習生には，いまだに「妊娠したら帰国させられる」という認識が蔓
延する。

2022年，出入国在留管理庁が技能実習生650人にアンケート調査を実施したところ，「妊娠・
出産を理由とした不利益取り扱い禁止について知っているか」という問いに，「知らない」と答
えた人は25. 8％いた。また，「妊娠したら帰国させる」のような不適切な内容を言われたことが
ある人は26. 5％で，それらを送り出し機関から言われている人が73. 8％と最も多いことがわかっ
た。現在，技能実習の受け入れ時に行う研修に性教育を取り入れているところは少なく，母国の
送り出し機関の研修時においても筆者が聞き取る限り，実施しているところはない。前述したよ
うに，ベトナムでは学校教育で性教育が実施されておらず，家庭でも性について語ることはタ
ブー視される。若者の性に関する情報源は同世代の友人や SNS などの頼りないリソースに限ら
れる。

現在，ベトナムでは技能実習生の多くが農村地域から集められており，都市と農村部間の情報
格差も存在する。母国内での SRHR へのアクセスを持たない人たちが日本に来て，さらに言葉
の壁にぶつかり，母国とは避妊や中絶方法が異なることも知らず，自らの権利について模索する
のは至難の業としかいいようがない。

技能実習生 A は，農村出身であるが社会経験があり，出産についての知識を持っていた。
しかし，母親との関係に問題を抱え，相談できる人が母国にも日本にもいなかった（岩下，
2022）。胎児の父親には相談したが連絡を絶たれて孤立し，中絶を試みるも日本の医療機関に言
葉が通じないことで拒絶された。A を救える余地は十分にあったはずで，医療通訳が整ってい
れば，あるいは，医療機関が A を支援団体に繋いでいたら，A が犯罪者になることはなかった
であろう。日本の SRHR の沈滞が犯罪を生んでしまったことになる。

技能実習生 B は，農村出身で社会経験はなく，性に関する知識も不足していることが聞き取
りから伺えた。避妊の具体的な方法も知らず，相手男性の「妊娠などしない」といった言葉を
鵜呑みにするなど，SRHR について全く無防備だった弱さが B を窮地に追い込んだ。B が妊娠
を伝えたのは相手の男性だけだったが，男性からの連絡はすぐに途絶えた。折しも高校卒業を
迎えた B は，進学の夢を諦め，幼少の兄弟を抱えて生活の苦しい家族のために日本行きを決意
し，家族の期待を背負って技能実習生に応募したばかりだった。ベトナムでは独自の文化を持つ
B の出自は，母国でも様々な差別を受けることを意味する。情報格差や就職格差に直面する彼女
の前途には，大きな障壁があったであろうことも想像がつく。その中で，日本への渡航は彼女に
とって逆境を乗り越える一つの道筋でもあったのだろう。妊娠したことで全てを失うことは彼女
にはできなかったのだ。B が犯した罪の責任は重いが，日本の SRHR が機能していれば，彼女
を救える余地はあったと検証する。
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誰がどこで SRHR に関する情報を技能実習生に提供するのかについて法律上の定めはない。
技能実習生が日本に渡航する際に，およそ半年間の母国での研修期間があるため，この期間を有
効に用いることは自明であるが，性をタブー視するベトナム，日本の関係機関はこの取り組みに
消極的である。結果として，過去に多くの女性がそうであったように，「妊娠したら帰国」とい
う事実が引き継がれている。この現状を変えなければ，再び技能実習生の孤立出産は起こるであ
ろう。

今後も日本は，様々な国から外国人材を受け入れる姿勢に変わりはない。外国人が入国するに
あたって日本語教育は当然だが，出身国の性事情を踏まえた性教育が必要であることは明瞭だ。
日本の SRHR の機能不全は，日本女性も外国人女性も犯罪に引き込む導火線となっている事実
を重く受け止め，性教育の改善，避妊や中絶方法についての議論と普及，中絶に関するスティグ
マの削減など，SRHR に関する多岐にわたる側面で改善策を模索することが求められる。外国人
技能実習機構を中心に，助産師をはじめとする医療関係者，外国人支援団体などと協力して全て
の技能実習生および外国人材が SRHR にアクセスできる仕組みを構築することは喫緊の課題で
ある。それは，人間の生涯にわたる重要な人権教育である。

6 ．お わ り に

日本は先進国とされ，法的には中絶が合法で，性教育が提供される前提にある。また，避妊具
も普及しており，性感染症に関する情報やサービスも広く理解されている。しかし，一般的に用
いられている避妊や中絶方法は，国際的に安全でないと指摘を受けており，それを国民が理解し
ていない状況にある。さらに，日本では，性教育が義務化されておらず，教育の内容は学校や地
域によって異なる上に，十分な知識や実践的な内容は伝えられていない。ジェンダー平等には国
際的に大きく後退していると批判を受けており，SRHR へのアクセスには不均衡が存在する。ま
た，生命倫理の観点から女性の中絶に関する社会的なスティグマが存在する。

ベトナムにおいても中絶は合法であり，性教育は公的には存在していない。若者向けの SRHR
サービスは不足しており，特に地方や農村地域，さらにエスニック・マイノリティともなればア
クセスが極端に制限される。ベトナムでは若者の SRHR に関する独立した政策が不足すること
が研究からも指摘されている。また，中絶が行われる場所や状況によってはリスクが高く，若
者の将来に影を落とすこともある。避妊具の理解度は低く，若者の中絶率が高いことが課題と
なっている。ジェンダー平等に関しては，国際的には日本より高い評価を受けているが，若者の
SRHR において男女間のアクセスに不均衡がみられるなど，保健衛生分野でのジェンダー問題が
存在する。さらに，未婚の若者に対する性的なタブーが存在し，中絶に関するスティグマが存在
する。

現在，日本では多くの外国人労働者を受け入れて国内の労働力不足を補填しているが，今後も
この傾向は続く。中でも単身赴任で職業選択の自由のない技能実習生は，制度の壁，言葉の壁，
法律の壁の中に閉じ込められている。日本語能力のハードルがないため，日本語のできない技能
実習生は多く存在し，労働においても私生活においても問題を抱えると自力で解決することは難
しい。彼らは，労働者でもあるが生活者でもあり，基本的人権は保障されなくてはならない。本
稿で取り上げた SRHR は，人権の保障に基づくものである。

日本は長い間，男性主導で人口政策が立案され，女性の SRHR アクセスを遠ざけてきた。こ
うした状況が，日本人だけでなく外国人女性の SRHR へのアクセスを阻んでいることがわかっ
た。技能実習生においては，母国の SRHR アクセスだけでなく，日本での SRHR の機能不全が
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影響し，孤立出産と乳児遺棄事件に繋がっていることがわかった。妊娠のタイミングを女性が主
体的に決められないのは，自分の体と人生について重要な選択をする権利が奪われているという
ことに他ならない。望まない妊娠によって，リスクを負うのは女性であり，このリスクを軽減す
るための努力を積み重ねていく覚悟がなければ，技能実習生をはじめとする外国人女性の受け入
れなどあってはならない。外国人受け入れ政策が改訂され，さらに長期で滞在する外国人が増加
する中，日本が向き合うべき課題の一つに SRHR があることを認識する必要がある。

技能実習生 B に，「今振り返ってみて，どの時点で，どうすればあなたを助けられたのだろう
か」と聞いた。随分と長い間考えていたが，B は「どの時点に戻ったとしても，助けられなかっ
たと思う。」と，まっすぐに目を見返して悲しそうに答えた。それは，ベトナムにおける SRHR
が十分でないことも示唆するが，とりわけ日本における SRHR があまりにも消極的で B を助け
る余地がないという絶望的なメッセージでもある。

これでは，今後も同じような事件は引き起こされてしまう。今一度，技能実習生の関係者に
SRHR の周知と教育の実践を呼びかけ，二度と同様の事件を繰り返してはならないという社会の
姿勢が日本に求められている。
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